
観光振興に係る財源確保策の先進事例

１．法定外目的税
自治体名 制度内容 その他特記事項

東京都
宿泊料金
10,000円以上15,000円未満　100円
15,000円以上　　　　　　　　　　200円

Ｈ１４．１０～導入
導入のきっかけ：国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興
を図る施策に要する費用に充てるための財源とするため。

大阪府

宿泊料金
7,000円未満　　　　　　　　　　　　非課税
7,000円以上15,000円未満　　　100円
15,000円以上20,000円未満　　200円
20,000円以上　　　　　　　　　　　300円

Ｈ２９．１～導入
Ｒ１年6月1日から、宿泊税の免税点を1万円から7千円未満に引き下
げ。
導入のきっかけ：急増する観光客に対する受入環境整備などの対応
及び安定的な財源とするため。

京都市

宿泊料金
20,000円未満　　　　　　　　　　　　200円
20,000円以上50,000円未満　　　500円
50,000円以上　　　　　　　　　　　1,000円

Ｈ３０．１０～導入
導入のきっかけ：入洛客の増加に伴う受入環境整備や交通渋滞対
策などの対応及び、市民、観光客双方の満足度を高めるため、京都
の品格や魅力を実感できる取り組みを推進するため。

金沢市
宿泊料金
20,000円未満　　　　　　　　　　　　200円
20,000円以上　　　　　　　　　　　　500円

Ｈ３１．４～導入
導入のきっかけ：金沢経済同友会からの提案。北陸新幹線の金沢開
業により、まちに活気や賑わいなどの効果がもたらされた一方、市民
生活への影響が見られた。市民生活と調和した持続可能な観光振
興を図るため。

倶知安町 宿泊料金の2%

H30.12.13条例可決
R1.11.1導入
導入のきっかけ：魅力あるまちづくりを展開するための施策を実現す
る財源のため

福岡県
宿泊料金に関わらず一律200円
※福岡市、北九州市の場合は50円

R1.7.12条例可決
R2.4導入予定
100円を県の財源、残りの100円を各市町に配分（宿泊税導入市町以
外）
導入のきっかけ：外国人観光客数及び宿泊者数の急増があったこ
と、また、更なる観光客の増加を目標として掲げたことから受入環境
整備や観光資源の魅力向上等の観光振興施策を実施するため。

福岡市

宿泊料金
20,000円未満　　　　　　　　　　　　150円
20,000円以上　　　　　　　　　　　　450円
（それぞれ、県宿泊税50円加算）

R1.6.24条例可決
R2.4導入予定
宿泊者入湯税150円→50円
導入のきっかけ：福岡県の導入検討に伴い検討開始。福岡市観光
振興条例 に基づき，今後必要となる各種施策に充当するため。

北九州市
有識者会議の提言
福岡市と同様の150円、450円

R1.9.13条例可決
R2.4導入予定
導入のきっかけ：福岡県、福岡市の導入検討に伴い検討開始。各種
観光施策の財源として充当するため。

北海道
一定額以上の宿泊代に課税を検討
300円以内の定額制（検討中）

ニセコ町 定額制（検討中） R4.6導入予定

札幌市 定山渓観光協会から反対の要望

函館市

小樽市 観光税を含め検討

富良野市 宿泊料金の2%（検討中） R3導入目標

美瑛町

釧路市

宮城県
100円～500円の範囲で他自治体を参考
に検討中

ホテル・旅館業界3団体が反対の決議

仙台市 宮城県の検討を受けて議会から提案

白馬村 その他手法と検討中

山梨県
山梨県旅館ホテル生活衛生同業組合から導入の要望⇒同組合の
理事長交代、要望撤回

熱海市

箱根町

奈良市
1泊200円を基本に、高級宿泊施設につい
ては増額などを今後検討

10月24日の検討懇話会で導入の方針を決定。
R2.3月議会に条例案提案予定

広島県

熊本県

松江市

長崎市

佐世保市 旅館ホテル組合が反対

沖縄県 200円～500円で検討中 R3年度導入を目指す

伊是名村 船舶の料金に課税　100円 環境協力税

伊平屋村 船舶の料金に課税　100円 環境協力税

渡嘉敷村 船舶やヘリの料金に課税　100円 環境協力税

座間味村 船舶や航空機の料金に課税　100円 美ら島税

石垣市 100円で検討中

廿日市市 宮島

③遊漁税 富士河口湖町 遊漁行為を行う者１人１日につき　２００円 使途：駐車場、公衆便所、河口湖周辺道路その他の施設の整備

①宿泊税（条例可決）

①宿泊税（導入済み）

②入島税（検討中）

②入島税（導入済み）

①宿泊税（検討中）

別紙 ３



２．超過課税

釧路市 250円
国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・登録旅館に該当しない
施設は従来どおり150円

別府市

宿泊と飲食代の合算
1,500円以上　2,000円以下　50円、25円
2,001円以上　4,500円以下　100円、50円
4,501円以上　6,000円以下　150円、75円
6,001円以上50,000円以下　250円、125円
50,001円以上　　　　　　　　　500円、250円

金額は、左：短期滞在者（日帰り～6泊7日）右：長期滞在者（7泊8日
以上（1日目から適用））

美作市 200円

桑名市 210円
国民宿舎、寮、保養所及びこれに類する施設　150円
それ以外　60円

箕面市 200円

①入湯税超過課税
（検討中）

長門市 300円

②法人市民税
（法人市民税の超過課
税は複数の市町村で実
施。）

京都市

①資本金等の額が3億円を超える法人
②資本金等の額が3億円以下の法人等
で，
法人税額が年1,600万円を超えるもの
③保険業法に規定する相互会社
法人市民税を2.2%増
標準課税9.7%⇒11.9%

令和3年度事業まで
使途：産学公の連携促進，ベンチャー企業等育成支援、商業振興対
策、伝統産業振興対策、観光振興対策、社会基盤整備

③固定資産税
（固定資産税の超過課
税は複数の市町村で実
施。）

箱根町

固定資産税を0.18%増
標準税率1.4％⇒1.58%
H28～H30（3年間）
H31～H35（5年間、継続）

財政健全化のため。
H36以降も継続の必要。さらに、宿泊税等の検討も進めるべきと有識
者会議の提言あり。

３．法定外普通税
①別荘等所有税 熱海市 1㎡：年650円 別荘に対する行政需要への応分負担

②駐車場税 太宰府市

・原付自転車を含む二輪車（自転車を除く） 50円／
回
・乗用車（定員10人以下）　　　　　　 100.円／回
・マイクロバス（定員10人超29人以下） 300円／回
・大型バス（定員29人超）　　　　　　 　500円／回

歴史と文化の環境税

４．寄附金
①ふるさと納税 各市町

山梨県
各登山ルートの５合目から頂を指す者が
対象
金額 ：基本 1,000 円

富士山保全協力金

屋久島町
日帰り一人1,000円山中泊一人2,000円
（中学生以上）
登山シーズン（11月30日まで）

入山協力金

鎌倉市
市内 10 カ所に観光ルート板を新設
１人１万円で募集し，目標金額 100万円を
22 日間で達成

かまくら想いプロジェクト

鎌倉市

観光客の特定地域への集中化の緩和を
図るための案内板の設置
目標金額100万円
第1弾H30.1.29から 達成
第2弾H31.2.1から24日間で達成

漫画「鎌倉ものがたり」一色先生の足跡板設置プロジェクト

諏訪市

20年来放置された廃屋旅館の解体等費
用
目標金額400万円
GCF　　　3,913,500円（76人）
募金箱　　　87,816円（155人）
第1期（17日間）、第2期（3ヶ月）で達成

霧ヶ峰高原「廃屋解体プロジェクト」

池田町

【ワイン城魅力化整備】【町民の文化・コ
ミュニティ活動エリア整備】【外構整備】
H30.10.1から3ヶ月
目標金額2,000万円、287人の支援で達成

ワインの聖地「ワイン城」再生プロジェクト～ワインが町民生活に潤
いを！』
令和元年7月24日～10月24日で目標金額300万円で再度実施中。

５．その他
入島料 竹富島 任意　300円 R1.9～導入

未定 由布市 手法未定 新たな財源検討委員会

R2.1.28時点　日光市調べ

③ガバメントクラウドファ
ンディング

②協力金

①入湯税超過課税


